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津和野町告示第 52号 

 令和３年５回津和野町議会臨時会を次のとおり招集する 

    令和３年４月 13日 

                          津和野町長 下森 博之 

１ 期 日  令和３年４月 19日 

２ 場 所  津和野町役場日原第２庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 



草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君          沖田  守君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

  

────────────────────────────── 

 

 

────────────────────────────────────── 

令和３年 第５回（臨時）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                        令和３年４月 19日（月曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    令和３年４月 19日  午前９時 00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 町長提出第 59号議案 専決処分の承認を求めることについて 

                津和野町税条例等の一部改正について 

 日程第４ 町長提出第 60 号議案 令和２年度津和野城山整備事業給水管路整備工事

請負変更契約の締結について 

 日程第５ 町長提出第 61号議案 津和野町役場本庁舎事務用家具等の取得について 

 日程第６ 町長提出第 62 号議案 令和２年度津和野駅展望スペース整備・観光公衆

トイレ整備工事請負契約の締結について 

 日程第７ 町長提出第 63 号議案 令和２年度津和野駅舎改修工事請負契約の締結に

ついて 

 日程第８ 町長提出第 64号議案 令和３年度津和野町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 町長提出第 65 号議案 令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

 日程第 10 町長提出報告第２号 令和２年度津和野町一般会計事故繰越し繰越計算

書の報告について 

 日程第 11 町長提出報告第３号 令和２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 



 日程第 12 町長提出報告第４号 令和２年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 

 日程第 13 町長提出報告第５号 令和２年度津和野町病院事業会計予算繰越計算書

の報告について 

 日程第 14 町長提出報告第６号 令和２年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書

の報告について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 町長提出第 59号議案 専決処分の承認を求めることについて 

                津和野町税条例等の一部改正について 

 日程第４ 町長提出第 60 号議案 令和２年度津和野城山整備事業給水管路整備工事

請負変更契約の締結について 

 日程第５ 町長提出第 61号議案 津和野町役場本庁舎事務用家具等の取得について 

 日程第６ 町長提出第 62 号議案 令和２年度津和野駅展望スペース整備・観光公衆

トイレ整備工事請負契約の締結について 

 日程第７ 町長提出第 63 号議案 令和２年度津和野駅舎改修工事請負契約の締結に

ついて 

 日程第８ 町長提出第 64号議案 令和３年度津和野町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 町長提出第 65 号議案 令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

 日程第 10 町長提出報告第２号 令和２年度津和野町一般会計事故繰越し繰越計算

書の報告について 

 日程第 11 町長提出報告第３号 令和２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

 日程第 12 町長提出報告第４号 令和２年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 

 日程第 13 町長提出報告第５号 令和２年度津和野町病院事業会計予算繰越計算書

の報告について 

 日程第 14 町長提出報告第６号 令和２年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書

の報告について 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 草田 吉丸君       ２番 米澤 宕文君 

３番 川田  剛君       ５番 板垣 敬司君 



６番 丁  泰仁君       ７番 御手洗 剛君 

８番 三浦 英治君       ９番 寺戸 昌子君 

10番 後山 幸次君       11番 岡田 克也君 

12番 沖田  守君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

４番 道信 俊昭君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 中田 紀子君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 下森 博之君  副町長 ………………… 島田 賢司君 

教育長 ………………… 世良 清美君  総務財政課長 ………… 岩本 要二君 

税務住民課長 ………… 山本 慎吾君  健康福祉課長 ………… 土井 泰一君 

医療対策課長 ………… 清水 浩志君  農林課長 ……………… 益井 仁志君 

商工観光課長 ………… 堀  重樹君  環境生活課長 ………… 野田 裕一君 

建設課長 ……………… 安村 義夫君  教育次長 ……………… 齋藤 道夫君 

会計管理者 …………… 青木早知枝君 

────────────────────────────── 

午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  それでは、改めておはようございます。こうして新しい４人

の課長をお迎えをし、また一部人事異動で課を変われた課長もおいででありますが、本

日、令和３年第５回津和野町議会臨時会が招集されました。議員各位にはおそろいで出

席をいただきましてありがとうございます。 

 道信俊昭議員より欠席の届出があります。したがって、ただいまの出席議員数は１１

名であります。定足数に達しておりますので、令和３年第５回臨時会を開会し、直ちに

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、９番、寺戸昌子君、１０番、

後山幸次君を指名いたします。 



────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りと

決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第５９号 

○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第５９号専決処分の承認を求めることについ

て、津和野町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  本日は臨時議会の招集をお願いいたしましたところ、おそろ

いで御出席を賜りましてありがとうございます。 

 今臨時議会に提案をいたします案件は、専決処分案件１件、契約案件４件、補正予算

案件２件、報告案件５件の合計１２案件でございます。いずれも重要な案件でございま

すので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜りますようお願いを申し上げます。 

 議案第５９号でございますが、専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 津和野町税条例等の一部改正の専決処分について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、議会の承認を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（山本 慎吾君）  それでは、津和野町税条例等の一部を改正する条例

の概要について、御説明いたします。 

 新旧対照表のほうで説明いたしますので、新旧対照表のほうを御覧ください。 

 税目ごとに説明いたします。 

 新旧対照表１ページ、第２４条の関係でございます。 

 町民税なんですが、令和６年度以後の町民税の均等割の税率の軽減並びに所得割の非

課税の範囲等に係る扶養親族について、年齢１６歳未満の者及び控除扶養対象親族に限

ることとすることにしました。２４条では、個人の町民税の非課税の範囲、均等割のこ

とを述べております。 

 それに関連しまして、新旧対照表５ページ、附則第５条で所得割の非課税の範囲等に

ついて定めております。２４条第５条につきましては、令和６年１月１日施行となりま

す。 



 内容としましては、所得税の扶養控除について、その対象となる扶養親族から３０歳

以上７０歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴いまして、町民

税についても、扶養控除の対象となる扶養控除対象扶養親族が見直しされ、こういった

条文の改正になっております。令和６年度以後の個人町民税について適用されます。 

 続きまして、第３４条の７について御説明いたします。 

 令和４年度以後の寄附金控除について、その対象となる公益の増進に著しく寄与する

法人の主たる目的である業務に関連する寄附金から、出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかな寄附金を除外することとしました。これは、所得税法の改正により、地方

税法の改正があったため改正するものであります。施行日は令和４年１月１日でござい

ます。 

 続きまして、１枚はぐっていただいて、２ページ、それから３ページ、４ページとあ

りますが、給与所得者の扶養控除申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職

所得申告書について、これらの申告書の提出の際に経由すべきものは、電磁的方法によ

り記載すべき事項を適正に受けることができる措置を講じていることと、一定の要件を

満たす場合には、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが

できる旨を規定したものであります。 

 ３６条の３の２、３６条の３の３、５３条の８、１枚はぐっていただいて５３条の９

の関係はその旨が記載されております。今回の税条例改正は、原則令和３年４月１日施

行ではございますが、３６条の３の３第１項の年齢１６歳未満の者に限るという規定に

つきましては、令和６年１月１日の施行となっております。 

 続きまして、附則第６条、これは６ページになります。 

 これは特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について定めて

おりますが、適用期限を令和４年度から令和９年度の分の個人の町民税まで延長するこ

ととしました。施行年月日は令和４年１月１日であります。 

 これも、所得税において一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、

通称セルフメディケーション税制というものがありますが、これの適用期限を５年間延

長されたことに伴い、町民税の適用期限も５年間延長するものであります。 

 それから、町民税の関係少し飛びまして、新旧対照表１９ページ、附則第２６条の関

係でございます。 

 これは、住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に適用期限を令和１７年度

分の個人の町民税まで延長することとしました。 

 今現在１０％の消費税になって控除期間１３年間の特例というものがございますが、

新型コロナウイルスの関連等もありまして、一定の期間に契約した場合には令和４年末

までの入居者を対象とするものであります。施行日は令和３年４月１日であります。 

 それから、今度１枚はぐっていただいて、第２条の関係でございます。 

 税条例等の一部を改正する条例、令和２年の条例の第２条改正でございます。 



 これについては、法人町民税についての所要の条文整理でございます。法律改正によ

る条文の項ずれを反映したものであります。施行日は令和３年４月１日となります。 

 続きまして、固定資産税の関係を御説明いたします。 

 固定資産税の関係は、新旧対照表のまず最初に８ページ、これは附則第１０条の２の

２４項というのが、右側に改正後の案として載っております。 

 この内容については、浸水被害のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産

税の課税標準額について、わがまち特例による軽減措置、３分の１を講ずることとして

おります。 

 この施行日につきましては、現在国会で審議されております特定都市河川浸水被害対

策法の一部を改正する法律の施行の日の施行となりますので、まだ日にちは決まってお

りません。国会の会期は６月１６日までとなっていますんで、まだ審議中ではあります

が、条文の中で載せております。そのほかは、固定資産税は所要の条文整理であります。 

 新旧対照表の６ページから９ページまで、附則の１０条の２を載せております。 

 これはわがまち特例の関係で、法律の項ずれによる条文の改正であります。施行日は

令和３年４月１日となります。 

 １１条、１１条の２、それから１枚はぐっていただいて１２条、それから１３条、新

旧対照表１３ページ、１３条、それから同じく１３ページの１５条、それから附則の第

２２条の関係は１９ページ、資料ページの１９ページに載せております。 

 これについては所要の条文整理でありますが、この改正の内容につきましては、土地

に係る負担調整措置の適用期限を３年延長し、その上で令和３年限りの措置や、それか

ら令和３年度の課税標準額を令和２年度の課税標準額と同額とする措置が取られる改

正を載せております。 

 １９ページの第２２条は、東日本大震災に係る被災住宅用地等に関する特例の適用期

限を５年間延長するものであります。 

 １点お知らせしときますが、附則第１０条の２の関係の２７項、新旧対照表でいきま

すと９ページ。９ページの左側が２７、右側が２６と書いてある条文についてでありま

すが、これは施行日が違いまして、同じく国会で審議中の産業競争力強化法等の一部を

改正する法律が決まった後の施行の日の施行になっております。 

 これはわがまち特例の関係で以前からあった文ですが、条文が変わったために２７項

から２６項に変えているものでございます。 

 固定資産税については以上でございます。 

 それから、今度は軽自動車税の関係について御説明いたします。 

 軽自動車税の関係につきましては、まず最初に新旧対照表の１４ページをお開きくだ

さい。ちょっと見えにくいですが１５の上が１４ページです。 

 これは、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置を９か月延長し、適用期限を令和

３年１２月３１日までとするものでございます。この関係につきましては、附則第１５



条の２、第１５条の２の２の関係について載せております。施行日は令和３年４月１日

でございます。なお、この措置による地方税の減収については全額国費で補填されます。

そのほか、軽自動車税につきまして所要の条文整理を行っております。 

 新旧対照表、あちこち飛びますが、第５ページ、第８１条の４、環境性能割の税率、

それから新旧対照表でいきますと１５ページから１８ページまでが軽自動車税の種別

割の税率の特例を載せております。 

 それから、１８ページの第１６条の２につきましては、種別割の賦課徴収の特例とい

たしまして、これは法律改正に合わせた改正でありまして、内容としては、環境性能割

の税率区分の見直し、軽自動車税のグリーン化特例の見直し等による改正でございます。

いずれも、施行日は令和３年４月１日となります。 

 以上で、税条例改正についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５９号を採決します。本案件を承認することに賛成の方の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。よって、本案件は承認することに決定

いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６０号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第６０号令和２年度津和野城山整備事業給水

管路整備工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６０号でございますが、令和２年度津和野

城山整備事業給水管路整備工事請負変更契約の締結について、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 



○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは説明させていただきます。 

 議案第６０号について御説明いたします。 

 令和２年度津和野城山整備事業給水管路整備工事請負変更契約の締結について、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的でございますが、令和２年度津和野城山整備事業給水管路整備工事でござ

います。契約の方法は随意契約でございます。契約の金額につきましては、変更の金額

が税込みで５,４１２万円、変更前の金額が４,６４８万６,０００円、変更額が７６３

万４,０００円の増額でございます。契約相手は、住所、島根県鹿足郡津和野町高峯５

６６番地の１、氏名、有限会社ナガヨシ技建、日発建設有限会社、建設共同企業体、代

表、有限会社ナガヨシ技建、代表取締役、永吉伯亨であります。 

 裏面に資料といたしまして、工事請負変更仮契約書をつけておりますので、御確認い

ただきたいと思います。 

 次のページに参考資料１をつけております。 

 当初契約の概要は御覧のとおりであります。 

 変更の主な理由についてでございますが、当初この工事につきまして、水道管・排水

管・電線管の掘削埋戻し部分を土砂で埋戻し、工事を完了する予定でございましたが、

次回工事のアスファルト舗装工事着手まで数か月を要することから、その間豪雨などに

見舞われた際、埋戻し土砂が流出する可能性が非常に高くなるため、安全対策及び今後

の円滑な施工を目的としまして、急カーブのみアスファルト安定処理を実施しました。

その後、現地精査をしたところ、急勾配区間が多いことから工事施工量を増加したほう

がよいと判断し、追加させていただきたいというものでございます。 

 裏面には別紙としまして、工事の概要をつけさせておりますので、御確認いただけれ

ばというふうに思います。 

 また、参考資料２としまして、工事図面をつけておりますので御覧ください。 

 図面の赤く記してある部分が今回追加する箇所でございます。青く示してある部分が

変更前の工事施工部分でございます。 

 なお、本工事の仮契約は、津和野町議会の議決を得たときに何らの手続をすることな

く本契約となるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。いいですか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  本工事について大変、環境生活課長さんが就任早々

の質問でありますので、御答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

 今回この臨時議会に付議された事件でございますが、給水管路の整備工事の変更契約、

提出されております。 



 これが当初は３,８５０万円で契約をされておると思います。そして、この期間内に

１回変更されておるはずなんですが、そして４,６４８万６,０００円になっておるわけ

でありますが、今回が第２回目の変更であるというふうに私は思っておるのですが。 

 一遍にこの金額を変更すると相当な工事率の増額金になりますので、４０％を超える

ような金額になるわけです。そういった意味で２回に分けられたんであろうというふう

に思いますが。１回目で増額されたときには５,０００万を超えないから議会の議決が

要りませんね。今回出されたのは、変更金額を出した場合５,０００万超えたから議会

の議決があるから、本日出されたわけでありますが。 

 こういった何でありますが、いつ第１回目の変更はされたのか、直接関係はないんで

すよ、が、いつ第１回目の変更をされておるのか、それが分かればお伺いをいたします。 

 そして、城山の整備事業でありますので、本日の付議事件として提案されてはおりま

せんが、整備事業と関連がありますので、質問をさせていただきたいと思います。 

 トイレの施設造成工事があります。これの工期が１１月３０日、令和２年の１１月３

０日になっておりますが、これも当初３,１３５万円で入札、落札されております。こ

れの金額が増額になっておるのか、工期はどのようになっておりますか。 

 もう１件、同じように給水施設の整備工事であります。これも工期は１１月の３０日

になっておりますが、これも工期延期と、恐らくこれが当初３,０５８万円であったわ

けですが、これも増額をされて増減があるのかないのか。 

 そしてもう１件、トイレ棟の建設工事であります。これは令和３年の３月３１日が工

期でありますが、これも当初は４,１６３万５,０００円の契約であります。これが増減

があったのかないのか。これは、これまでは共同企業体で請け負っておられる件であり

ますが。 

 もう１件、トイレの施設電気の設備工事があります。これをこの令和３年の３月３１

日が工期でありますが、これは１,７６０万円、当初の請負金額が。これの金額の増減

があるのかないのか、それで工期はどのようになっておるのか、お伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  後山さん、一発目の質問ありがとうございます。一

応できるだけ説明、答えたいと思います。 

 この案件の城山整備事業、工事が五つに分かれております。先ほど説明しました給水

管路のほうからちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

 給水管路整備工事、（「マスク外して」と呼ぶ者あり）すみません、マスク外します。 

 一つ目の給水管路整備工事でございます。 

 先ほど私が説明しました内容の工事でありますが、当初工期、当初の契約が、令和２

年の７月１日、この時点で３,８５０万で契約させていただいています。 

 その後に２回契約をしております。軽微な変更でございますが。 



 ２回目のまず１回目が、令和２年の１１月３０日、このときに工期が令和３年の３月

３１日に変更して、工事費も７９８万６,０００円ほど増額しております。 

 その後、もう１回変更契約をしておりますのが、令和３年３月２６日に令和３年５月

３１日までの工期として、工期の変更しております。 

 それで今回が第３回目ではありますが、令和３年４月９日、この議題の案件の７６３

万４,０００円の増額でございます。 

 あと四つほどありますが、整備事業の給水施設整備工事、これは昨年の令和２年１１

月２７日に完了しております。一応増額がございまして、１８万７,０００円ほど増額

です。 

 もう一つ、トイレ施設の造成工事でございます。これも当初契約が令和２年７月１日、

契約金額が３,１３５万円でございます。この当時の工期が１１月３０日までとしてお

ります。その間、工期の変更を２回しております。令和２年の１１月２５日に令和３年

３月３１日までと、令和３年３月２５日に令和３年５月３１日までです。 

 この工事は、ちょっと今現在引き続きましてずっと工事しておりまして、まだ精算金

額がちょっと見えていない部分がありまして、工事としては増額でございます。 

 そして、トイレ棟、トイレ棟建設工事、これが令和２年８月１８日に４,１６３万５,

０００円で契約しております。この契約時の工期が令和３年３月３１日です。１回変更

をかけておりまして、工期の変更ですね、令和３年３月２５日に令和３年５月３１日の

工期の変更契約をしております。 

 これもちょっとまだトイレ棟自体が終わっていない部分がございまして、多分増額に

なるとは思います。 

 それともう一つ、トイレ施設の電気設備ですね、電気設備の工事、これが令和２年１

１月６日に１,７６０万で契約しております。このときの工期が令和３年３月３１日で

ございます。一度変更しておりますが、令和３年の３月２５日にこれも令和３年の５月

３１日まで工期の変更をしております。 

 これもまだちょっと全体工事というか、まだ終わってない部分がございまして、工事

費とすれば増額でございます。ちょっと金額はまだ分からないということです。 

 一応五つほど城山関係の工事の説明をさせていただきました。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  まだ５月までたたんと、工期が変更されております

んで、金額もまたそのときにあるかも分からないというふうに理解はしております。そ

のように理解してようございますね。 

 また関連がありますので、もう１件ほどお伺いをしたいと思いますが。 

 これは教育委員会の関係になると思いますが、城山の復旧工事が発注されております

ね。これも令和２年の４月２７日に、たしか２,５１６万８,０００円で津和野土建さん

が工事を請け負っておられるはずです。この工事はたしか繰越明許されておりますね。



この工事の進捗状況はどのようになっておるのか、いつ完成するのか、また工事金の増

額があるのかないのか、それについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今議員さんの御質問の城山の復旧工事の件でございます

が、令和２年の７月３１日に契約を行いまして、８月１日から令和３年の３月３１日を

当初の工期として事業を進める予定でおりましたが。 

 この作業路の復旧につきましては、今の伐倒木、農林課のほうの事業だったと思いま

すけども、木を伐採して出すというその事業が終わった後の修復ということで設計のほ

うも行っておりました。で、この契約指定工事に入る時点で、実際にまだこの倒木の処

理がまだ終わっておりませんでしたので、先にこのほうを処理をしてからということで、

ちょっと工事のほうには取りつけずにおりました。 

 で、そうしておりますとまた、今の城山の整備工事の関係で、あそこの三本松の曲輪

のところに休憩所、あずまやを建設するという事業もあり、先ほど環境生活課のほうの

説明もありましたように、トイレの整備があるということで、こちらのほうで期限が決

まっておるといいますか、年度内の、トイレにつきましては繰越しを行っておりますけ

ども、ほかの事業につきましては、城山整備につきましては、３月末で一応完了という

ことで進めておりましたので。 

 復旧のほうが急ぐのは急いでおりましたが、整備のほうも先に進めなくてはいけない

ということで、こちらのほうの事業を進めつつ調整をしておりましたが、先ほどのトイ

レ関係の給水管等の管路の埋設等の関係もございまして、重機の移動等なかなか調整が

難しいところがございましたので、結局年度内の復旧工事の着工ということができなく

なったというのが現実でございます。 

 で、今トイレ棟の関係で、現場のほうが大体４月に入って終わったといいますか、通

れる状況になったということを担当レベルで話をしておりますので、今後４月の今２０

日に再度現場のほうで業者のほうと打合せをした後に、復旧の工事のほうには着工する

という予定でございます。一応完了は９月の末を予定しております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  質問も３回しかできませんので、明快な答弁を頂き

たいと思います。 

 この工事を、今、伐採木の撤去をせんと災害復旧ができんわけですね。それで、伐採

木がのり面に横たわっているわけですね。それに切り取った土砂が引っかかってるわけ

ですね。切り取った土砂がこの伐採木にかかっとるわけ。この木をのけんとこの土砂ち

ゅうもんが取れんようになるわけです。ほいじゃが、復旧道はこの土砂を取るようにな

っとるんじゃないんです。もしかこの土が取れんかった場合は復旧道はどのようにする

のか、外部から持ってくるわけにはいかんと思うんですが。 



 そういったところの文化庁との連絡はどのようになっておるのか。これだけ工期が延

びますと、文化庁のほうもそのような手続をされておるとは思いますが、そのほうは十

分手続はしてあるわけですね。それについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育次長、後山議員は今、この変更契約の案件とは若干違う

けども、関連があるから今発言を許しとるわけですけどね。簡潔に答えてください。教

育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  おっしゃられるように、地上部に出ている木につきまし

ては農林のほうで処理を済ませましたので、あとは入っている木を含めての処理になり

ますけども。文化庁のほうとは、当然掘削して道路を造るときに下にも流れた土砂もあ

りますし、木を取れば下に流れる土砂もありますので、今の道路面から取れる範囲で戻

すというところで確認は取っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第６０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６０号令和２年度

津和野城山整備事業給水管路整備工事請負変更契約の締結については原案のとおり可

決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第６１号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第６１号津和野町役場本庁舎事務用家具等の

取得についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６１号でございますが、津和野町役場本庁

舎事務用家具等の取得について、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第６１号を御説明いたします。 



 津和野町役場本庁舎事務用家具等の取得について、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的につきましては、津和野町役場本庁舎事務用家具等の売買契約でございま

す。新本庁舎への移転に合わせ事務用備品やロビーチェア等、別紙明細書、１枚めくっ

ていただいたところに明細書をつけておりますけども、そういった備品等を調達するも

のでございます。 

 契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。指名業者は５社

ございましたが、２社辞退されましたので、３社で４月１２日に執行いたしました。落

札率につきましては９８.３％でございます。 

 契約の金額につきましては１,８７０万円でございます。 

 契約の相手方は、島根県鹿足郡津和野町森村イ４２１の１、有限会社栗栖商事、代表

取締役、栗栖彩衣でございます。 

 １枚めくっていただきまして、別紙物品売買仮契約書を御覧ください。 

 納入期限でございますが、別紙明細書のうち、片袖デスク、両袖デスク、脇机につい

ては令和３年５月７日、その他につきましては令和３年５月２８日を期限としておりま

す。納入場所につきましては、津和野町役場本庁舎としております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第６１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６１号津和野町役

場本庁舎事務用家具等の取得については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第６２号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第６２号令和２年度津和野駅展望スペース整

備・観光公衆トイレ整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６２号でございますが、令和２年度津和野

駅展望スペース整備・観光公衆トイレ整備工事請負契約の締結について、議会の議決を

求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  失礼します。議案第６２号の御説明をさせていただ

きます。 

 地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 工事名は令和２年度津和野駅展望スペース整備・観光公衆トイレ整備工事でございま

す。 

 契約の方法ですが、一般競争入札でございます。 

 契約の金額は、１億１,１１０万円でございます。うち消費税が１,０１０万円になり

ます。 

 契約の工期ですが、着工が津和野町議会の議決のあった日の翌日で、完成を令和４年

３月３１日としております。 

 契約の相手方ですが、住所、島根県鹿足郡津和野町高峯５６６番地１、氏名、有限会

社ナガヨシ技建、代表取締役、永吉伯亨でございます。 

 この契約ですが、落札率は９９.１％でございます。 

 それでは、１枚目をめくっていただきまして、２ページに資料としまして建設工事請

負仮契約書の写しを添付しております。 

 それでは、工事の概要を説明いたします。参考資料として平面図をつけておりますの

で御覧ください。 

 参考資料の平面図になります。 

 平面左側が１階の平面図で、中央に多機能トイレを設け向かって右側に女子トイレを

配置しております。洋式便器の数は３個、手洗い２つ設けております。 

 また、向かって左側に男子トイレを配置し、洋式大便器を２つ、小便器を２つ、お手

洗いを２つ設けており、男女それぞれのトイレの個室にはベビーキープを設置しており

ます。 

 さらに右側の屋上の平面図で、建物の両脇から階段で昇降することによりまして、前

側にあるＳＬのモニュメントも含めた運行するＳＬ等の車両の撮影ができる木製デッ

キの展望台を設けております。 

 なお、本工事の仮契約は津和野町議会の議決を得たとき、何ら手続をすることなく本

契約になるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。いいですか。１０番、後山君。 



○議員（１０番 後山 幸次君）  これも駅舎の展望スペースの件でありますが、これ

も商工観光課長さんが就任早々での質問であります。御答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

 大変なこれも事業でありますが、この工事がですね、工事が建築と管工事と両方入っ

てくると思うんですね。下水があるわけですから。どうせ本管につながれる工事だろう

と思います。そうすると工事が建築と管工事であると、配置予定技術者の調書が必要に

なってくるわけでございますが、監理技術者の証の確認について、建築工事の場合は施

工管理技士１級がいるわけですね。管工事の場合には管工事の施工管理技士の１級か２

級がついておらんとできないわけでございますが、これらの有資格者の確認をしっかり

していただきたい。もしくは、この届出た技術者の変更はこれは原則認められないとい

うふうになっておりますんで、しっかりそのほうを確認をしておいていただきたいと思

います。もしくは、こういった場合に契約が届出の配置技術者が配置できなくなった、

早よう言やあ、管工事の技術者がおらないということになりますと、指名停止の処置の

対象となるわけでございますので、そういった技術者の届出ですね、そういった確認を

しっかりしておいていただきたい。このように思っておりますが、何せ工期が随分長い

ように思うんですが、まあ、事故のないようにしっかり管理監督をお願いしたいと思い

ます。技術者調書についてどのようにお考えかお聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。失礼、総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  今、御質問のありました、津和野駅展望スペース整

備・観光公衆トイレ整備工事に当たりましての配置技術者等の確認ということでござい

ます。この工事につきましては４月の１４日に入札を行っております。その結果、有限

会社ナガヨシ技建さんが落札候補者ということで確認をしておるとこでありますけど

も、その翌日の４月１５日に指名審査会を開催しております。その指名審査会におきま

して今、後山議員さんが言われております配置技術者等の資格確認については、審査会

の中で確認をして最終的に落札決定という判断をしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  駅にあるトイレということで多目的トイレも設置して

いただくということなんですが、ちょっと細かいんですけど多目的トイレを使われる方

は、結構物を零したりとかで服を汚してそこで着替えをさせてもらったり、うちの夫が

そうなんですけど、そこの多目的トイレを使って着替えをさせてもらったりするときに、

簡易のベッドみたいなものが置いてあるところがよくあるんです。それがあると車椅子

の上で着替えるよりも、そこにちょっと座らせてもらって着替えたりするのでとても助

かっているんですが、ちょっと小さめの簡易ベッドみたいなのは置かれる予定でしょう

か。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（堀  重樹君）  失礼します。図面上にはですね、多機能トイレとい

うことで、トイレのほかにお手洗いとベビーキープの図面しか載っていないとこでござ

います。赤ちゃん用の簡易ベッドについては、ここの中に盛り込めるかどうかというの

は今後ちょっと検討させていただいて、スペース的なものもありますんで、そのあたり

考えさせていただければと思います。総合的に多くの人が利用しやすい多機能トイレと

いうことで、造っていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  これで質疑を終結し、討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第６２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６２号令和２年度

津和野駅展望スペース整備・観光公衆トイレ整備工事請負契約の締結については原案の

とおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第６３号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第６３号令和２年度津和野駅舎改修工事請負

契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６３号でございますが、令和２年度津和野

駅舎改修工事請負契約の締結について、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  それでは、続きまして議案第６３号を御説明いたし

ます。 

 地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 工事名につきましては、令和２年度津和野駅舎改修工事でございます。 

 契約の方法ですが、随意契約でございます。 



 契約の金額は、１億２,２１０万円でございます。うち消費税が１,１１０万円になっ

ております。 

 契約の工期ですが、着工が津和野町議会の議決のあった日の翌日で、完成を令和４年

３月３１日としております。 

 契約の相手方ですが、住所、広島市中区上幟町７─３、氏名、株式会社ジェイアール

西日本ビルト広島支店、取締役兼執行役員支店長、木村功一でございます。 

 この契約でございますが、落札率は９９.７％でございます。 

 それでは、１枚目をめくっていただきまして、次ページに資料としまして建設工事請

負仮契約書の写しを添付しております。 

 それでは、工事の概要を説明いたします。参考資料として平面図をつけておりますの

で御覧ください。 

 まず、建物中央の上が改札口でここは現在の位置と変わっておりません。その改札口

を抜けて、コンコースに入った右側に待合のできる多目的室として配置しております。

その中にはカウンターを設けまして、列車の待ち時間などに簡単なデスク作業ができる

ようになっております。 

 なお、その中には既存施設にあった、うどん屋、売店等の出店を想定しているところ

でございます。 

 さらに、多目的室の右側には主に観光情報の発信を行うほか、小イベントの開催も行

うことを想定して観光交流室を配置しております。 

 コンコースの左側についてであります。ＪＲの出札室と事務室等が現在のところです

が配置されております。その先に授乳室を含んだ多目的室を配置しております。多目的

室を通過して進むと観光案内所のエリアになり、鉄道でお越しいただいたお客様にここ

のカウンターで、町内の観光の案内を行うこととなっております。その奥にその観光案

内のための事務室を配置しているところでございます。 

 なお、本工事の仮契約は津和野町議会の議決を得たとき、何ら手続をすることなく本

契約になるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  すいません。１点確認なんですが、この随意契約でＪ

Ｒさんの関連会社が入っていますが、これはＪＲさんといえばＪＲさんの関連会社さん

で工事されると一般的な感覚では見ているんですけども、あくまで公共の施設といいま

すか、津和野町が受けた施設であって津和野町が公共施設として管理する上で随意契約

というのは、これはどうなのかと町民の方に聞かれたときにＪＲさんですからで納得で

きるものなのかというふうに今、思ったんですけれども、以前の資料を見させていただ

きますと、契約書にはそういったこの建物の工事に関しては、ＪＲ関連会社が行うとい



う旨も書いていないと思います。これ随意契約に至った理由というのを、この金額です

ので明らかにしていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  課長答弁する。町長。どっちですか。総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  令和２年度津和野駅舎改修工事について、いわゆる

契約の方法が随意契約であるということでございます。この工事の発注に当たりまして

は、指名審査会の中で審議をしておりますけども、当初３月２５日付をもちまして、一

般競争入札の公告をしております。その公告の中に、一般競争入札としておりますけど

も、施工実績というところで、条件等いろいろつけておりますけども、入札の参加に必

要な資格というところで、まず、住所要件につきましては中国５県の中の営業所を有す

る者ということ、そういった条件をつけておりますけども、施工実績として元請けとし

て完成した建築一式工事での鉄道営業線近接工事というその施工実績があることとい

うふうな条件を付ささせていただいております。 

 この鉄道営業線近接工事というのは、列車が運転されている線路外または線路近くで

行われる工事で、一般社団法人日本鉄道施設協会が認定する工事管理者を配置して施工

する工事、というところの、そういったＪＲ関係での条件を付ささせていただいており

ます。 

 そういった中で一般競争、中国５県で行いましたけれども、申請書の期限の提出が４

月５日という状況の中で１社しかなかったということでございました。ということです

ので、当然１社ということになると一般競争入札は成立しませんので、その部分につい

ては入札は行えないという判断をいたしました。その後、また指名審査会を開催をさせ

ていただきまして、今後の工事のいわゆる工期の関係だとか、そういった状況もろもろ

その審査会の中で検討した結果、この工事につきましては１社の今のジェイアールさん

と随意契約をさせていただきたいということで、地方自治法の施行令第１６７条の２第

１項第８号、「競争入札に付し入札者がないとき、または再度の入札に付し落札者がな

いとき」というものに該当すると判断いたしまして随意契約とさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  同僚議員も質問しましたが、この駅舎は津和野が西

日本旅客鉄道株式会社より有償譲渡をしておるわけでございますが、これは町の建物で

あるわけですね、駅舎は。町が買うとるんですけえ。それをですね、西日本旅客鉄道会

社これの課長言われましたが、登録していない業者が入られないというふうなことであ

ろうと思うんですが、ＪＲの建物ならそれでいいと思うんですが、これは既に町が買い

取っているんですから、町の所有物であるので、私はＪＲがどうじゃこうじゃというの

はおかしいんじゃないかというふうに思いますが、そこのほうの見解はどうでございま

すか。もう一回御説明いただきたい。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 



○総務財政課長（岩本 要二君）  今、後山議員言われますように、駅舎そのものにつ

きましては町の施設、所有物の施設ということになりますけども、その駅舎の中に当然

線路、駅があって鉄道があるわけですので、そういった鉄道営業線の近接工事と先ほど

御説明させていただきましたが、施工実績としてそういう近接工事の施工実績があると

いう条件を付ささせていただいております。そういった条件の中で今のＪＲさんが該当

するということで随意契約とさせていただいたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  この改札口ですが、昨今の新聞を見てみても、地方の

駅でもＳＵＩＣＡとかＩＣＯＣＡとかカードで通過ができると。これはその想定はある

んですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  今回の改修に併せまして、出札室とか自動販売機の

コーナーの移動を考えているところでございます。ただ、そのプラスカード化というと

ころまでの話はまだできてないところであります。 

 実際にＪＲの中のシステムの関係もございますので、できるかどうかというのはお話

をしながらしていかないといけないと思います。ですので、これについて投げかけとい

う形、もしくはできないかという協議をさせてもらって、もし仮にできるのであればそ

ういったことも考えてまいりたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  もう１点ほどお伺いしますが、駅舎の中、売店があ

りましたね、今度はこれを町が買い取ったということになりますと、この店舗の賃貸契

約が生じてくると思うんですが、続けて売店をやらすお考えがあるのか、それとももう

撤廃さすんだというお考えか、どちらで町のほうはどのように考えておられるのか、も

し業者が、あそこで売店をやりたいというのであれば、賃貸契約をしなきゃならないと

思うんですが、その点どのように町のほうはお考えかお聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  失礼します。現在、待合室にうどん屋さんと売店が

既にあろうかと思います。今回の改修に際しまして、現在の部分の改修するために現在

の設備を退けていただくというふうに考えております。改修が終わりましたらここの図

面、参考資料にありますように、うどん店もしくは売店の場所というのを確保する考え

でございます。 

 駅舎については昨年度、町のほうで有償で購入したところでありますし、この契約と

かお貸しする方法については、手法については考えないといけないこともあろうかと思

いますが、ＪＲで観光客の方、もしくはお客さんがいらっしゃったときに、駅の中に店

がないとかそういう寂しいことがあってはいけないと思いますので、現在の方がされる



かどうかは不明ですけど、そういった店舗をあるように考えていきたいと思っておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  後山さん、よろしゅうございますか。１１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  先ほど同僚議員も聞いておられましたが、要は、鉄

道の近接の工事というのは、ＪＲの安全の運行上の観点から施工実績がなければ施工す

ることができないということが鉄道法とか何か条例関係の中で定められているのか、そ

ういうようなことに準じて多分こういう入札になったのではないかと思いますが、その

点を確認をいたしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。町長。 

○町長（下森 博之君）  議員御指摘のような法律に準じたというそういうことではご

ざいません。ただ、やはりＪＲさんは非常に安全運行ということについては相当意識が

高く、また非常に気を使っておられます。今回の工事に限らず、いろんないわゆるＪＲ

沿線のこの事業というのはＪＲさんが同じように、やはり近接の事業ということで施工

実績があるということを条件を付されることが大半というふうに理解していただいて

いいんじゃないかと思っております。今回のこの工事も町の所有にはなっておりますけ

ど、鉄道沿線ということでＪＲさんがやはり施工実績を伴った業者にこれは絶対にお願

いしていきたいという強い要望を持っておられます。それに従って今回我々の入札につ

いてもそういう条件を付させていただいたというところでございまして、なかなかその

条件を付さない中での入札ということになってまいりますと、ＪＲさんとの協議が整わ

ないとそういうような背景もあったというところであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  私も確かめますが、この売店とうどん屋の件ですがね、

これは既存の業者を優先的に入ってもらうということなのか、それとも公募をすると、

その前に公募をするということもあるのか。そこら辺をちょっと確かめたいと思います

がどうですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。マイクに近づいて。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  失礼します。手法についてはまだ決まってはいませ

んが、駅舎については町が購入した施設になりますので、今までやっておられた方が必

ずとかということはありませんし、広く意見を聞きながら、求めながらということが基

本になってこようかと思います。ただ、出店されてすぐ店を畳まれるとか、そういうこ

とがあってもいけませんので、そこらあたりは手法としてはプロポーザルじゃないにし

ろ実績とかそういう部分を踏まえて、一番適した方に長く運営していただくような方法

で考えたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終わります。 



 これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第６３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６３号令和２年度

津和野駅舎改修工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 休憩取りましょうか。１０時１０分でいいすね。１０時２５分まで休憩といたします。 

午前 10時 15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 25分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第６４号 

日程第９．議案第６５号 

○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第６４号令和３年度津和野町一般会計補正予

算（第１号）から日程第９、議案第６５号令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）、２案件につきまして、執行部から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６４号令和３年度津和野町一般会計補正予

算（第１号）についてでございますが、歳入歳出それぞれ１億８,０３６万５,０００円

を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ８６億１３６万５,０００円とするものでござ

います。詳細につきましては担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第６５号でございますが、令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ５０万円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ１１億２５０万３,

０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御説明を申し上げ

ます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第６４号を御説明いたします。 

 まず、４ページをお開きください。 

 第２表地方債補正の変更でございます。総額で１,２８０万円の増額補正をしており

ます。詳細につきましては事項別明細書の中で御説明をいたします。 



 それでは、歳出の主なものから御説明いたしますので、１２ページをお開きください。 

 全体を通しまして、新型コロナウイルス感染症対策関連予算を計上させていただいて

おります。 

 総務費の新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進事業費の総務財政課分では、需

用費といたしまして、避難所用間仕切り等の購入に伴いまして、消耗品費１２５万４,

０００円を計上。 

 つわの暮らし推進課分では、委託料といたしまして、木部地区での交通体系再編実証

運行委託料１,３２０万円、備品購入費といたしまして、実証運行に伴う乗り合いタク

シー購入費３９６万円、負担金補助及び交付金として、津和野高校生の県外帰省時のＰ

ＣＲ検査に伴い、感染症拡大防止事業補助金２７０万４,０００円、津和野高校生の下

宿先での感染症対策に係る施設改修費に伴い、感染拡大防止における下宿先改修事業補

助金４５０万円を計上しております。 

 健康福祉課分では、委託料としてガンバロウ応援券の配布に伴い、こども商品券換金

事務委託料１８９万１,０００円、負担金補助及び交付金として、妊婦の皆さんの感染

症対策として、妊婦支援特別給付金３６０万円、感染症防止対策による活動自粛等によ

る疲れた心身のリフレッシュ及び感染治療対策として衛生用品等の購入支援を目的に、

全町民に町内で使えるこだま商品券を配布する感染症対策を継続して、ガンバロウ応援

券事業補助金３,５２５万５,０００円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、医療対策課分では、町内の介護事業、障害福祉事業所

及び診療所に対する感染症対策支援事業補助金５８０万円を計上。 

 農林課分では、負担金補助及び交付金として、農林業者業績悪化緩和のための支援事

業補助金３００万円、農業生産の回復拡大に係るマニアスプレッダ導入に伴い、農業収

益向上緊急支援事業補助金１７４万８,０００円、生産団体の意欲向上及び生産販売の

効率化や収益向上の取組に対して支援を行います。農業収益向上のための支援事業補助

金７５０万円を計上しております。 

 商工観光課分では、負担金補助及び交付金としてコロナ禍での町内商工事業者の売上

額の減少に伴い、運転資金補助を行う業績悪化緩和運転資金補助金４,０００万円、飲

食店や食品製造業者の町内事業者による新商品の試作開発の支援を行う新商品試作開

発支援補助金２００万円、アフターコロナでの町内の消費拡大を目的とした飲酒店利用

に係る消費拡大キャンペーン補助金５００万円、ウィズコロナでの各事業所が行うキャ

ンペーン、ＰＲ経費を助成いたします事業者独自キャンペーン実施支援事業補助金５０

０万円、町内の事業者が取り組む飛沫防止用机上パネル等の感染症対策に伴い、商業・

サービス業感染症対策小設備導入支援事業補助金２００万円、町内事業者のホームペー

ジ作成費及びイメージビデオ制作費等に対する津和野町商工観光振興推進事業補助金

１,２７０万円、町内事業者オンライン商店街連携分に伴い、個別商業包括的支援事業

補助金２００万円を計上しております。 



 教育委員会分では需用費といたしまして、町内小中学校の感染症対策としてのマスク

等の購入に伴い、消耗品費２４０万円、工事請負費といたしまして、須川公民館、木部

公民館の空調設備整備に伴い、公民館空調設備整備事業２１８万７,０００円、備品購

入費として町内小中学校への衛生用品等購入に伴い、一般備品費２４０万円を計上して

おります。 

 １枚めくっていただきまして、民生費の児童福祉総務費では、負担金補助及び交付金

として、ひとり親世帯に対する特別給付金４００万円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、衛生費の医療対策費の備品購入費といたしまして、レ

ントゲン機器購入に係る追加分に伴い、医療機器購入費５５０万円を計上しております。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業費では、需用費として、ワクチン接種に係る消

耗品費８５１万５,０００円を増額、役務費といたしまして、接種券送料等に伴い、通

信運搬費１０４万９,０００円を増額、委託料といたしまして、接種内容の見直しに伴

い、ワクチン接種委託料８１１万９,０００円を減額、ワクチン管理委託料１００万円

を減額、ワクチン接種記録システムの改修に伴い、健康情報管理システム改修委託料１

００万円を計上、使用料及び賃借料として冷蔵庫等のリース料１４６万４,０００円を

減額、備品購入費といたしまして、庁用器具費２００万円を減額をしております。 

 続きまして、２２ページをお開きください。 

 商工費の歴史的風致維持向上事業費の津和野駅周辺整備事業費では、委託料といたし

まして津和野駅舎改修工事に伴い、施工監理業務委託料４００万円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、土木費の道路維持費では、工事請負費としてボックス

カルバート工法変更等に伴い、町道稲成丁線水路修繕工事３５２万円を計上しておりま

す。 

 それでは、歳入を御説明いたしますので、１０ページにお戻りください。 

 国庫補助金の総務費国庫補助金でございますが、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金１億３,７６７万８,０００円を計上しております。 

 民生費国庫補助金では、ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付費

補助金４４８万７,０００円を計上しております。 

 教育費国庫補助金では、町内小中学校の感染症対策に伴い、学校保健特別対策費補助

金２４０万円を計上しております。 

 繰入金につきましては、財政調整基金繰入金２,３００万円を計上をさせていただい

ております。 

 町債では、衛生費の過疎対策事業債として、レントゲン機器購入に係る追加分に伴い、

診療施設整備事業５５０万円を計上しております。 

 商工債の過疎対策事業債として、津和野駅舎改修工事に伴い観光施設整備事業４００

万円を計上しております。 



 土木費の一般単独事業債として、町道稲成丁線水路修繕工事の工法変更に伴い、合併

特例３３０万円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第６５号令和３年度津和野町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）について御説明をいたします。 

 歳出より御説明いたしますので、１０ページを御覧ください。 

 保険給付費の傷病手当金５０万円増は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険

者等に傷病手当金を支給するためのものであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページを御覧ください。 

 県支出金の保険給付費等交付金５０万円増は、歳出で説明しました新型コロナウイル

ス感染症に感染した被保険者等に支給する傷病手当金に係る特別調整交付金でありま

す。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わり、これより一般会計補正予

算（第１号）の質疑に入ります。ありませんか。１１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  １８ページ、１９ページのところの医療機器購入費

で、説明ではレントゲン機器購入に伴う追加分ということでありましたが、追加分の内

容について、御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  このたびの補正額、備品購入費５５０万円につきま

しては、レントゲン機器設置に伴います必要な附帯工事分となっております。増額予算

につきましては、備品購入時に予算要求をしておりますけども、シールド施工について

は、法人からも専門の業者による施工を要望されており、また、町としましてもエック

ス線漏れについては絶対に避けなければならないことから、レントゲン装置導入業者に

遮蔽部分について施工をお願いしたく附帯工事分として計上させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  １５ページ、総務費。負担金補助及び交付金でですね、

業績悪化緩和運転資金補助金４,０００万、それからコロナウイルス対策等町内消費拡

大キャンペーン補助金５００万、それから津和野町商工観光振興推進事業補助金１,２

７０万、これにつきましての詳細を説明してください。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  失礼します。 

 まず、業績悪化緩和運転資金補助金でございます。４,０００万円を計上させてもら

っています。これについては、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は終了しており



ますが、蔓延防止措置等の重点措置が現在１４地区で施行されている状況でございます。

そういった状況の中、ここの補助については、昨年の４月から９月期までで１回目とし

まして、業績悪化の減少率に伴いましてそれに対応する基準額の金額を給付するという

措置を行いました。引き続き９月期から１２月期、１月から３月までその措置を延長し

たところでございます。 

 このたび、状況としては依然悪い状況というところでありますので、その措置を延長

をさせてもらいました。減少率に応じた給付の割合でございますが、まず割合について

は３月期までの割合と同じで、減少率が３０％以上の事業者の方については基準額全額

を給付する。減少率２０％から３０％未満の事業者の方については２分の１を給付する

こととしております。加えて、上限額も引き続き３０万円ということでございます。 

 数字については、一応昨年の４月から９月期まで、１０月から３月期までの実績に応

じた金額を計上しているところでございます。 

 ちなみに、４月から９月までの実績についてですが、全部で２７５件の４,５２０万

円の実績であります。１０月から３月はありませんが、２月までの実績で９６件で９８

０万円ということで、１０月期から３月期までの率をこのたび同じとしたのは、１０月

期から２月までの実績単価にして１０万円と見込みまして、１０万円掛ける４００件と

想定して４,０００万円ということにしております。 

 続きまして、コロナウイルス対策等町内消費拡大キャンペーン補助金についてでござ

います。これにつきましては、このたび新しくこの夏に向けて暑気払い、夏の宴会さら

にはコロナの状況によっては引き続き、忘年会、新年会をもくろみましてキャンペーン

を展開していきたいと考えて計上させてもらったところです。 

 コロナウイルス感染症により、特に経済的な影響の大きい宿泊、飲食事業者等を支援

して町の活性化を図るためのものでございます。アフターコロナ感染終息が見えた段階

での消費拡大を目的としたものでありますので、状況に応じては夏に展開できるかどう

か分らないところですが、長引きそうな場合については最長今年度の中で、冬の新年会

までのところの応援を視野に入れております。内容については、期間内において４人以

上で実施する飲食・宴会の費用を、津和野ガソリン・お買物共通利用券、得々ドライブ

商品券、既にありますがこちらのほうを利用して還元する方法を考えております。得々

ドライブ商品券の金額は、当日の１日１人当たりの利用、税込みの支払額によってそれ

ぞれ分けることを想定しております。３,０００円以上５,０００円未満については、１,

０００円分の利用券をお渡しする。５,０００円以上７,０００円未満については、２,

０００円分の利用券をお渡しする。７,０００円以上については、３,０００円分の利用

券をお渡しすることを想定しております。 

 引き続きまして、津和野町商工観光振興推進事業補助金の１,２７０万円のところで

ございます。 



 これについては、現在町内の複数事業者が既にそれぞれのお店の情報について個別に

ホームページ上で仕掛けをつくって、オンライン決済等のシステムを組み込んだ上でネ

ットショップを行っているところであると思います。ただ、現状では、個別のホームペ

ージということで、津和野町としての津和野町の中の商店としての露出度が非常に少な

いということがございますので、消費者がそこに行き着くこができないといった中で、

購買が伸び悩んでいるという業者が非常に多いという声を聞いております。 

 また、大きい楽天、Ａｍａｚｏｎといった大手ホームページで取引するとその分、露

出が増えるところになりますけど、手数料自体が大きくなりますんで、利益率が低下し

てしまうという問題が現在あるところでございます。 

 こういった状況の中、今回ネット上の仮想空間に各町内事業者が参加した「津和野オ

ンライン商店会」、これは仮の呼び方なんですけど、これを観光協会内のホームページ

に設置してオンライン商店会を、例えば大手検索エンジン等にひも付けることで、津和

野町それぞれの商店会という段階で全体としての露出を増やしていくことを考えまし

たというところでございます。それと併せてオンライン商店会には、県内外のイベント

でも活用できるための最新の動画、映像、津和野町内のそういった観光情報を新しく作

るというふうに考えております。これについては、過去動画等もあったところでござい

ますが、昔のものでありますので、最新の情報を反映してなく陳腐化しとるところで、

時代がたつほどに古くなっていっているものでございます。ロングバージョンとかショ

ートバージョンといったような形で作ることによってそのホームページ上に載っける、

そのほか県外の大画面、例えば広島のマツダスタジアムのオーロラビジョンといったよ

うなところに、大画面でコマーシャルをすることによって、今の津和野の状況、観光し

に行ってみたいとそういう欲求を表現、来ていただけるように、どうでしょう、イメー

ジの向上・定着を図るというもんでございます。併せまして、このプラットホームを作

ることによりまして、今、町内業者の方でホームページの作成をしていないところもあ

ると思います。そういう方についても、これを機会に併せてホームページを作成しても

らいたいということで、そちらのほうに作成費を、もちろん観光協会と商工会に絡んだ

この事業に係る部分についてのみですけど、そちらのほうのホームページの作成のお手

伝いをするというふうなところで予算を計上させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  業績悪化緩和運転資金の補助金、今年３月まで実施さ

れている、それでこの新たにこれ４,０００万ですか、これは４月から何月までを対象

にしているんですか。それと、コロナのことをまた後に別冊子で詳細を前回も出しても

らっていると思うんですけど、経済対策として示してもらったら助かります。対象期間、

まずは。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（堀  重樹君）  すいません。対象期間としては、４月から９月まで

でございます。比較する基としては平成３１年の４月から９月と、令和３年の９月から

３月までを比較することになります。 

 それと、もう一つですが、小冊子のところでございます。こちらのほう現在準備をし

ております。広報等で折り込みができればと考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。失礼します。 

○議長（沖田  守君）  ７番、御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  １３ページでございます。つわの暮らし推進課の関係

で、委託料として、交通体系再編実証運行委託料１,３２０万、また備品購入費で３９

６万ですか、掲げてあります。この内容についてちょっとお聞かせをいただきたいと思

います。 

○議長（沖田  守君）  担当課長がおりませんので、総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  つわの暮らし推進課長のほうから、資料を預かって

おりますのでそれをちょっと読まさせていただきます。 

 この事業につきましては、密集を避けた移動の確保と新型コロナ収束後の移動手段確

保のため、人工知能を使った予約システム等タクシー車両を活用した新しい移動手段を

構築するための実証運行事業ということでございます。この実証運行の実施地区につき

ましては、先ほど御説明しておりますけれども木部地域を想定をしております。実際の

利用者は交通弱者と言われております高齢者の方が予想されているということでござ

いますので、役場内の健康福祉課や医療対策課と検討会を開催しながら、情報共有をし

ながら、この事業を進めていきたいというふうに考えております。実証運行事業委託料

１,３２０万円、それと、今、御手洗議員さんのほうからありましたけれども、乗り合

いタクシーの購入費ということで、車両購入費として３９６万円を今回補正予算として、

計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ７番、御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  担当課長、いらっしゃらない中で質問いたしておりま

すが、この実証運行の委託料として１,３２０万ございますが、どこへ委託されるのか、

また、この事業といいますか実証委託これをいつ頃から開始される予定か、分ればお聞

かせ願いたい。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  その委託先ということでございますけども、どうい

った手続をしていくのかという今からのことになろうかとかと思いますけど、今まで、

いろいろと株式会社バイタルリードというところに相談をさせていただいたりしてお

るようでございますので、そういったとこにお願いをしていくんじゃないかと思うんで

すが、ただやはり手続がいろいろあろうかと思いますので、そういったところの手続を



経て決まっていくもんだろうというふうに考えております。それと、期間につきまして

は、すいません、詳細に何月からというのは把握しておりません。申し訳ございません。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  答弁については、先ほど総務課長から申し上げたとおりでご

ざいまして、委託料の先というのはまたこれからの検討ということになるかと思ってお

ります。それから、着手のときとちょっと明確に答弁できないという状況でございまし

て、今日は、つわの暮らし推進課長、どうしても家庭の事情で欠席ということでありま

して、私のほうで許可をしたというところでございましたが、ちょっとこうした正確な

答弁ができないという状況になっているということについては、本当に申し訳なく思っ

ておりまして、お詫び申し上げたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。これで、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６４号令和３年度

津和野町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

 続いて、令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、質疑に入り

ます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６５号令和３年度

津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．報告第２号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、報告第２号令和２年度津和野町一般会計事故繰

越し繰越計算書の報告について。執行部より報告をお願いします。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第２号令和２年度津和野町一般会計事故繰越

し繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第１５０条第３項の規

定により、令和２年度津和野町一般会計事故繰越し繰越計算書を調製しましたので報告

するものでございます。詳細につきましては担当課長から御報告を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、報告第２号を御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、別紙をお開きください。 

 令和２年度津和野町一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。 

 土木費の道路長寿命化対策事業でございますが、旭橋の橋梁耐震工事において、新型

コロナウイルス感染症の拡大によりまして、落橋防止装置の製作、鋼材の表面処理等の

工程で、従業員の減少など人材不足の影響に伴いまして、作業を遅らせざるを得ず、年

度内に工事を完了することが困難となったため、１億１３１万５,４００円を繰り越す

ものでございます。終期は６月末を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  特に質疑があればこれを許します。 

 いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。 

 質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．報告第３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１１、報告第３号令和２年度津和野町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第３号令和２年度津和野町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により、令和２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書を調製しましたので報告

するものでございます。詳細につきましては担当課長から御報告を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、報告第３号を御説明いたします。 



 １枚めくっていただきまして、別紙をお開きください。 

 令和２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

 総務費の津和野町庁舎耐震補強改修事業でございますが、本庁舎本体工事の外構工事

が３月末完了見込みとなったため、本庁舎ＬＡＮ工事等の津和野町庁舎改修関連工事１

億７１万５,０００円を繰り越すものでございます。終期は５月末を予定しております。 

 ＰＣＢ含有安定器処理事業でございますが、町有施設内の調査に不測の日数を要した

ため、５８７万４,０００円を繰り越すものです。終期は９月末を予定しております。 

 津和野城山整備事業でございますが、他の関連工事との施工調整に不測の日数を要し

たため、作業道舗装新設工事ほか関連工事１億３,２０５万６,０００円を繰り越すもの

でございます。終期は６月末を予定しております。 

 広域市町村圏事務組合消防費負担金でございますが、感染症対応型高規格救急車整備

費負担金について、受注生産による契約後納品までに不測の日数を要するため、６２５

万７,０００円を繰り越すものです。終期は６月末を予定しております。 

 新型コロナウイルス感染症対応町創生推進事業費の執務室等における飛沫感染防止

事業でございますが、コロナ禍の影響によりＯＡ機器等の調達に不測の日数を要したた

め、６９４万８,０００円を繰り越すものでございます。終期は６月末を予定しており

ます。 

 城跡観光リフト整備事業でございますが、コロナ禍の影響により資材等の確保に不測

の日数を要したため、１,５３２万５,０００円を繰り越すものでございます。終期は４

年３月末を予定しております。 

 町内消費拡大支援事業でございますが、緊急事態宣言が継続となったこと等の影響に

より、事業の推進に不測の日数を要したため、１９８万円を繰り越すものです。終期は

４年３月末を予定しております。 

 ウィズコロナ観光誘客キャンペーン委託料でございますが、緊急宣言が継続になった

こと等の影響により、事業の推進に不測の日数を要したため、７２６万円を繰り越すも

のです。終期は４年３月末を予定しております。 

 地域の一店一商品づくりサポート事業でございますが、コロナ禍の影響により機材等

の確保に不測の日数を要したため、３９５万円を繰り越すものです。終期は１２月末を

予定しております。 

 道路環境整備事業でございますが、機材調達に不測の日数を要したため、５５０万円

を繰り越すものです。終期は４年３月末を予定しております。 

 学校保健感染症対策備品整備事業でございますが、滅菌器の調達に不測の日数を要し

たため、５４万６,０００円を繰り越すものです。終期は１２月末を予定しております。 

 学校施設衛生環境保全事業でございますが、資材等の調達に不測の日数を要したため、

１,２２７万６,０００円を繰り越すものです。終期は８月末を予定しております。 



 民生費の日原保育園建設工事実施設計業務でございますが、日原山村開発センター解

体による残土量が解体後でなければ見込まれず、これに伴う不測の日数を要したため、

９０２万円を繰り越すものです。終期は５月末を予定しております。 

 農林水産費の農業水路等長寿命化・防災減災事業でございますが、資材搬入道路の確

保に土地所有者との調整に不測の日数を要したため、１,８６３万８,０００円を繰り越

すものです。終期は１２月末を予定しております。 

 原木・チップヤード建設事業でございますが、地盤調査に不測の日数を要したため、

２億６,９４３万４,０００円を繰り越すものです。終期は８月末を予定しております。 

 林道新設改良事業でございますが、工事施工に当たり地元から設計変更の要望があり、

その調整に不測の日数を要したため、１,８０１万８,０００円を繰り越すものです。終

期は１１月末を予定しております。 

 商工費の歴史的風致維持向上事業でございますが、他機関との計画調整に不測の日数

を要したため、４億６,５１４万５,０００円を繰り越すものです。終期は１２月末を予

定しております。 

 土木費の地籍調査事業費でございますが、一筆地測量実施地区内の境界調整に不測の

日数を要したため、７８６万円を繰り越すものです。終期は４年３月末を予定しており

ます。 

 地籍調査ミニ国事業でございますが、一筆地調査実施区域内及び隣接地の境界調整に

不測の日数を要したため、１５８万円を繰り越すものです。終期は４年３月末を予定し

ております。 

 稲成丁線水路修繕事業でございますが、工事着手後当初想定していた土質と異なるこ

とが判明し、詳細調査及び工法の検討、選択に不測の日数を要したため、５８９万円を

繰り越すものです。終期は６月末を予定しております。 

 津和野城山渓流流末整備事業でございますが、文化財協議や土地所有者及び関係者と

の設計協議に不測の日数を要したため、４１４万９,０００円を繰り越すものです。終

期は７月末を予定しております。 

 緊急自然災害防止事業でございますが、流路工計画において事業地内の土地所有者、

関係者との協議に不測の日数を要したため、１,２５９万円を繰り越すものです。終期

は８月末を予定しております。 

 道路新設改良事業でございますが、工事期間中の道路通行規制及び迂回路の調整に不

測の日数を要したため、商人線６,７３５万円を繰り越し、ほか９路線と合わせて２億

８,０２５万８,０００円を繰り越すものです。終期は９月末を予定しております。 

 道路長寿命化対策事業でございますが、通行規制での地元調整及び冬期施工での関係

機関調整に不測の日数を要したため、１億６,６７７万１,０００円を繰り越すものです。

終期は４年３月末を予定しております。 



 教育費のボルダリング設備整備事業でございますが、新型コロナウイルス感染症の影

響で資材調達に不測の日数を要したため、１,３５８万５,０００円を繰り越すものです。

終期は１２月末を予定しております。 

 給食センター建設実施設計業務委託でございますが、保護者への説明がコロナ禍の影

響で不測の日数を要したため、１,７０５万円を繰り越すものでございます。終期は９

月末を予定しております。 

 日原小学校駐車場整備工事でございますが、工事施工に当たり安全対策の調整に不測

の日数を要したため、９４８万８,０００円を繰り越すものです。終期は８月末を予定

しております。 

 津和野・小川体育館照明器具ＬＥＤ化事業でございますが、ＬＥＤ器具の調達に不測

の日数を要したため、２,５８１万７,０００円を繰り越すものです。終期は４年３月末

を予定しております。 

 津和野城山復旧事業でございますが、復旧事業とトイレ等施設整備事業との施工調整

に不測の日数を要したため、１,８９１万９,０００円を繰り越すものです。終期は９月

末を予定しております。 

 災害復旧費の現年農地農業用施設災害復旧費でございますが、令和３年１月の入札が

不調となり年度内完成が見込めなくなったため、２,１７８万円を繰り越すものです。

終期は１１月末を予定しております。 

 現年林道災害復旧費でございますが、工事着手後、当初想定していた土質と異なるこ

とが判明し工法の検討、選択に不測の日数を要したため、９８８万５,０００円を繰り

越すものです。終期は７月末を予定しております。 

 現年公共土木施設災害復旧費でございますが、通行規制期間等に一部沿線住民との調

整に不測の日数を要したため、４４７万８,０００円を繰り越すものです。終期は８月

末を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  報告が終わりました。特に質疑があればこれを許します。い

かがですか。 

 近頃にない、えらい、とんでもない金額の繰越しになってしまいましたが、質問あり

ませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．報告第４号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、報告第４号令和２年度津和野町下水道事業特別

会計繰越明許費繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、報告第４号令和２年度津和野町下水道事業特別会

計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により、令和２年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を

調製しましたので、報告するものでございます。詳細につきましては担当課長から御報

告を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  報告第４号について御説明いたします。 

 令和２年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

 裏面を御覧いただきたいと思います。 

 清水管理センター沈殿池トラフ修繕でございますが、６３０万３,０００円を繰り越

すものです。処理場沈殿池の修繕に当たり新型コロナウイルス感染症予防対策のため、

緊急事態宣言適用地域からの事業者来町を控えていただいたため、着工までに不測の日

数を要したことから、年度内完了が困難となり繰り越すもので、終期は９月末を予定し

ております。 

 次に、津和野処理区管渠工事でございますが、９,２７１万３,０００円を繰り越すも

のです。下水道管附設工事発注に当たり工事区間内で狭小箇所が多く、工事車両通行ル

ートの検討及びＪＲ近接部があるため工事施工計画作成後にＪＲと協議を実施する必

要があり、不測の日数を要したため、年度内完了が困難となり繰り越すもので、終期は

１１月末を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  報告が終わりました。特に質疑があればこれを許しますがあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．報告第５号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、報告第５号令和２年度津和野町病院事業会計予

算繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第５号令和２年度津和野町病院事業会計予算

繰越計算書の報告についてでございますが、地方公営企業法第２６条第１項の規定によ

り令和２年度津和野町病院事業会計予算繰越計算書を調製しましたので、同条第３項の

規定により報告するものでございます。詳細につきましては担当課長から御報告を申し

上げます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  それでは、報告第５号について、御説明をいたしま

す。令和２年度津和野町病院事業会計予算繰越計算書でございます。 



 裏面を御覧いただきたいと思います。津和野共存病院へ設置の非常用発電機整備事業

でございますが、発電機本体の調達に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難

となり３,０７４万５,０００円を繰り越すもので、終期は６月末を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  特に質疑があれば、いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．報告第６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、報告第６号令和２年度津和野町水道事業会計予

算繰越計算書の報告について、執行部より報告願います。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第６号令和２年度津和野町水道事業会計予算

繰越計算書の報告についてでございますが、地方公営企業法第２６条第１項の規定によ

り、令和２年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書を調製しましたので、同条第３項

の規定により報告するものでございます。詳細につきましては担当課長から御報告を申

し上げます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  報告第６号について御説明いたします。 

 令和２年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書でございます。 

 裏面を御覧いただきたいと思います。町道滝谷１号線道路改良工事に伴う配水管支障

移転工事でございますが、町施工の道路改良工事の発注が遅れたため、年度内完了が困

難となり、５３４万６,０００円を繰り越すもので、終期は６月末を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  特に質疑があれば、これを許しますが、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。会

議を閉じます。 

 令和３年第５回津和野町議会臨時会を閉会します。大変御苦労でございました。 

午前 11時 17分閉会 

────────────────────────────── 
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